
 

 

 

 

 

 

西宮市立公民館及び男女共同参画センター 

ウェーブ自動販売機設置事業者 

募集要項 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和７年１月 

西宮市 
 

 

  



目 次 

 

 

＜本件入札手続きの流れ＞ ........................................................... １ 

１．設置対象場所 ................................................................... ２ 

２．入札参加資格 ................................................................... ２ 

３．契約内容等 ..................................................................... ２ 

４．入札参加申込 ................................................................... ５ 

５．入札及び開札 ................................................................... ６ 

６．契約手続の説明 ................................................................. ７ 

７．契約について ................................................................... ８ 

８．その他 ......................................................................... ８ 

９．問合せ先 ....................................................................... ８ 

行政財産貸付契約書（案） ......................................................... １１ 

設置場所付近図 ................................................................... １８ 

 

 

  



１ 

＜本件入札手続きの流れ＞ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

【令和７年 １月６日】入札公告 

【令和７年 １月１７日】質問書の提出期限 

【令和７年 １月２３日】質問書の回答（予定） 

【令和７年 ４月 １日】自動販売機設置・供用開始 

【令和７年 １月２９日】入札参加申込書の受付締切 

【令和７年 ２月 ７日】入札及び開札 

【令和７年 １月２７日】入札参加申込書の受付開始 

【令和７年 ３月】貸付契約の締結手続き 
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 西宮市が行う西宮市立公民館及び男女共同参画センターへの清涼飲料水自動販売機（以下、「自

動販売機」という。）の設置事業者選定の入札に参加される方は、この募集要項をよく読み、次

の各事項をご承知の上、お申し込みください。 

 

１．設置対象場所   

（１）設置施設及び設置場所 

西宮市立中央公民館 他 14施設（別表参照） 

（２）設置台数 

① 自動販売機 １施設につき１台 合計 15台 

  ② 回収箱   夙川公民館 ２台 

                   他 14施設  １台 

 

２．入札参加資格 

   次の要件を全て満たす法人に限り、応募することができます。 

（１）大阪・神戸市を含む阪神間に本支店又は営業所を有する者であること。 

（２）自動販売機の設置業務（自らが管理・運営するものに限る。）について、募集年度を含む連

続した過去３年以上の実績を有していること。 

（３）国税又は西宮市税を滞納していないこと。 

（４）「西宮市暴力団の排除の推進に関する条例」第２条に規定する暴力団、暴力団員又は暴力

団密接関係者に該当していないこと。 

（５）公共の安全及び福祉を脅かすおそれのある団体又は団体に属する者でないこと。 

（６）本市が実施した同種の設置事業者の公募において、入札後（販売取扱料提案後）若しくは

契約後、正当な理由なく辞退し、若しくは貸付契約を解除され又は虚偽の申告を行ってから

２年を経過しない者でないこと。 

 

３．契約内容等 

（１）契約形態 

   本自動販売機設置事業は、地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 238 条の４第２項第４

号の規定に基づき、西宮市が事業者に対し、行政財産である土地及び建物の一部を貸し付け

る方法により行います。 

（２）用途の指定 

 自動販売機の設置に限定します。本市の承認を得ずに用途を変更することはできません。 

（３）使用の条件 

 契約にあたって付する条件は、「西宮市立公民館及び男女共同参画センターウェーブ自動

販売機設置事業者募集要項（本募集要項）」及び別紙「行政財産貸付契約書（案）」のとおり

です。 

（４）権利設定及び譲渡の禁止 
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 土地及び建物を転貸すること、権利の譲渡及び担保に供することはできません。 

（５）契約期間 

   令和７年４月１日から令和 10年３月 31日まで（３年間） 

（６）貸付料 

   西宮市公有財産規則第 27条及び第 31条第１項第２号により算出した貸付料。（別表参照） 

   年度ごとに、本市の請求に基づき、その指定する納付書により指定する期日までに全額を

前納してください。 

   ※全額前納のため、保証人は不要。 

（７）自動販売機取扱料 

   自動販売機の売上金額に自動販売機設置事業者（以下、「借受人」という。）が入札した販

売取扱料率を乗じた額。なお、小数点以下は切捨てとします。 

   支払は半年払いとします。借受人は、自動販売機の毎月の売上状況（売上本数及び売上金

額）を報告し、半年ごとに売上報告書を提出し、本市の請求に基づき、その指定する納付書

により指定する期日までに納付してください。 

（８）電気料金 

   自動販売機の使用に必要な電気料金は、全て借受人の負担とします。電気代は実費負担と

するため、自動販売機には電気の使用量を計測する子メーターを設置し、毎月の電気使用量

を毎月の売上状況とともに報告ください。ただし、神原公民館については、自動販売機のみ

の電力を市が直接電力会社と契約しているため、子メーターの設置は不要です。 

支払は半年払いとします。本市の請求に基づき、その指定する納付書により指定する期日

までに納付してください。 

（９）契約保証金 

   借受人は契約の締結に際して、貸付料の３か月分に相当する金額を本市の請求に基づき、

その指定する納付書により期日までに納付してください。なお、契約期間終了後、市は保証

金を返還します。 

(10) 自動販売機の仕様等 

① 設置に関すること 

ア 自動販売機設置に要する費用（電源工事を含む）並びに修理費等は借受人の負担と

します。なお施設の既存の未使用のコンセントが存在する場合は利用可能です。 

イ 自動販売機に借受人の連絡先の他に、故障時等の緊急連絡先を明記してください。 

ウ 自動販売機を設置するにあたっては、据付面を十分に確認したうえで、できる限り

施設の躯体に負担がかからない方法で耐震対策及び転倒防止策を施す等、安全面には

十分配慮してください。 

    エ 現在、設置対象施設に自動販売機を設置している事業者が、本入札で落札した場合、

既設の自動販売機は入れ替えをしてください。 

  ② 設置機種 

ア 設置する自動販売機は、設置場所に合わせてインドア型（缶、びん、ペットボトル

式）又はアウトドア型（缶、びん、ペットボトル式）の機種とし、本体の色は原色等派

手な色を避けてください。 
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    イ インドア型については、誰にでも使いやすいユニバーサルデザインの機種が望まし

いです。 

ウ アウトドア型については、電気が供給されない状況であっても、災害時には商品が

取り出せる等の緊急対応ができる機種が望ましいです。 

    エ 自動販売機の冷媒については、ＨＣ（炭化水素）、ＣＯ２（二酸化炭素）、ＨＦＯ

（R1234yf等）を使用したノンフロン冷媒、低ＧＷＰ冷媒に限ります。また、消費電力

の低減等の技術を導入した省エネ機や、環境対策機能を備えた機種としてください。 

    オ 開館時間外や休館日に合わせて自動で点灯・消灯する等の機能を備えてください。 

    カ 自動販売機のラッピングデザインについては、西宮市キャラクター「みやたん」を

使用するなど、地域に親しみやすいデザインが望ましいです。 

    キ 設置した自動販売機の機種の変更等を行う場合は、予め市民文化施設課に申し出た

うえで、承諾を得てください。 

③ 取扱商品及び販売価格 

ア 取扱商品については、缶、びん、ペットボトル等の密閉式の容器に入った清涼飲料

水（ジュース、茶、水、コーヒー、紅茶、炭酸飲料、スポーツドリンク及びこれらに類

する商品）とし、酒類の販売は行ってはなりません。 

    イ 販売価格は、標準販売価格以下としてください。 

   ウ 災害発生時に本市が飲料の提供を必要と判断した場合には、自動販売機内のすべて

の飲料を無償で提供していただきます。 

④ 維持管理責任 

ア 借受人において、自動販売機の設置から商品の補充、メニューチェンジ、空容器回

収・リサイクル、金銭管理、故障時の対応、定期点検、自動販売機内部、外部及びその

周辺の清掃・美化までの自動販売機の設置運営に必要な一切の維持管理業務を行って

いただきます。 

イ 商品補充については、常に商品の賞味期限に注意し、在庫・補充管理を適切に行っ

てください。 

ウ 借受人は、設置する自動販売機に併設して空容器の回収箱を設置しなければなりま

せん。空容器の回収箱は、容器の種類ごとに分別可能のものとし、満杯にならないよ

うに適切に回収し、回収した空容器は関係法令等に基づき適切にリサイクルしてくだ

さい。 

  設置物については、事前に市民文化施設課と協議してください。 

エ 衛生管理及び感染症対策については、関係法令等を遵守し徹底してください。 

オ 維持管理の作業内容、作業時間等については、事前に設置場所の施設職員と協議の

うえ、施設運営に支障を来たすことのないよう十分に注意して行ってください。 

（11）借受人の義務 

  ① 借受人は、善良なる管理者の注意義務をもって本件土地及び建物を使用してください。 

  ② 借受人は、市が本件土地及び建物の状況等につき調査し、又は所要の報告を求めた場合

には協力する義務があります。 

  ③ 借受人は、契約期間が満了又は契約が解除された場合は、速やかに原状回復してくださ
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い。なお、原状回復に際し、一切の補償を本市に請求することができません。 

  ④ 契約期間中に施設の工事等で自動販売機の移設又は一時撤去が必要となった場合、要す

る費用については借受人が負担するものとします。 

（12）その他 

   自動販売機の故障、自動販売機に関する利用者及び近隣への対応は、借受人が一切の責任

において行うものとします。 

 

４．入札参加申込 

（１）入札参加申込受付期間 

   令和７年１月 27日（月）から令和７年１月 29日（水） 午前９時～午後５時まで 

（２）入札書類受付場所 

   西宮市六湛寺町 10－３ 西宮市役所本庁舎８階 

西宮市役所 市民文化施設課 

（３）入札に必要な書類 

  ① 入札参加申込書（様式１ Ａ４サイズ両面） 

  ② 誓約書（様式２ Ａ４サイズ両面） 

  ③ 印鑑証明書（発行後３か月以内） 

  ④ 入札参加資格審査資料 

    ア 自動販売機の設置業務実績のわかるもの 

（募集年度を含む連続した過去３年以上の実績） 

    イ 国税納税証明書（その３の３） 

ウ 西宮市の市税納付状況証明書（納付すべき西宮市税がない場合は不要） 

    エ 登記事項証明書（発行後３か月以内） 

オ 法人概要書（会社案内のパンフレット等）  

⑤ 過去２年間に国又は地方公共団体と自動販売機設置の契約（使用許可を含む）を２件以

上行っている場合、その契約書、使用許可書等の写し 

（実績がない場合、若しくは令和４年度より西宮市立の公民館又は男女共同参画センター

ウェーブに自動販売機を設置している場合は不要） 

※③、④ア～エの書類については、その写しで差支えありません。 

（４）参加申込の手続き 

   申込受付期間内に、本募集要項４（３）にて列挙する必要書類一式を受付場所に直接持参

してください。 

※郵送、ＦＡＸ、インターネット等、持参以外の方法による受付は行いません。  

（５）参加申込に当たっての留意事項  

  ① 選定後の行政財産貸付契約は、入札参加申込書に記載した名義で締結してください。  

  ② 提出された書類一式の内容が本募集要項２（１）から（６）のいずれかに反する場合は

参加申込できません。 

（６）参加資格審査結果の通知 

   入札参加希望者から提出された書類一式により、入札参加資格の審査を行います。市は、 
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令和７年１月 31日（金）を目途に資格審査を行った結果をメールにて通知します。なお、資

格審査の結果、入札参加資格がないと認められた入札参加希望者は、令和７年２月４日（火）

までの間、市に対しその理由について書面により説明を求めることができます。 

（７）質問及び回答 

   本入札に関する質問については、質問書（様式３）を電子メールにて提出してください。

質問書以外での質問は受け付けません。質問の要旨及び回答は、本市ホームページに掲載し

ます。 

   質問受付期間 ： 令和７年１月６日（月）から令和７年１月 17日（金）正午まで 

   質問の提出先 ： vo_shibunshi@nishi.or.jp 

   メ ー ル 件 名 ： 「自動販売機設置事業者募集に関する質問」としてください。 

   質問回答予定 ： 令和７年１月 23日（木）を目途とします。 

 

５．入札及び開札 

（１）入札日時 

   令和７年２月７日（金） 午前 11時 00分 

（２）場所 

   西宮市役所本庁舎８階 Ａ811会議室 

（３）提出書類等（当日持参するもの） 

  ① 入札書（様式４） 

  ② 委任状（様式５）（代理人により入札しようとする場合のみ） 

  ③ 印鑑（代理人により入札しようとする場合は委任状に押印した印鑑） 

  ④身分を証明できるもの 

（４）入札保証金 

      入札参加者は、入札保証金として本市が想定した予定賃借料の 100 分の５以上に相当する

金額（65,125円）を入札日までに納めてください。保証金は入札後、返還します。ただし西

宮市契約規則第４条第１項第２号の規定により、過去２年間に国又は地方公共団体と自動販

売機設置の契約を２件以上行っている（行政財産の使用許可を含む）入札参加者においては、

入札保証金を免除します。 

（５）入札書の投函方法 

  ① 入札参加者は、入札書に必要事項を記載し、記名押印（入札参加申込書と同じ印鑑、代

理人により入札する場合は委任状に押印した印鑑）の上、封筒に入れ、入札箱に投函してく

ださい。なお、当日出席しなかった者又は遅刻した者は棄権とみなします。 

  ② 入札は、代理人に行わせることができます。この場合には、委任状は担当職員の指示に

従い提出してください。 

（６）入札書の表示 

   最低販売取扱料率は 20％とします。販売取扱料率は百分率で表示し、小数点以下は表示し

ないでください。小数点以下を表示した入札書は、小数点以下を切り捨てて計算します。 

（７）入札書の書換え等の禁止 

   入札参加者は、入札箱に投函した入札書の書換え、引換え又は撤回をすることはできませ
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ん。 

（８）開札 

  ① 入札書は、全入札参加者が投函後、直ちに入札参加者立会いのもとで行います。 

  ② 入札参加者が開札に立ち会わないときは、当該事務に関係のない本市職員を立ち会わせ

ます。 

  ③ 開札に立ち会わなかった場合は、入札結果について異議を申し立てることはできません。 

（９）入札書の無効 

   次のいずれかに該当するものは、無効とします。 

  ① 最低販売取扱料率(20％)を下回るもの。 

  ② 入札参加資格がない者が入札したもの又は権限を証する書面の確認を受けない代理人が

入札したもの。 

  ③ 入札書に記名押印がないもの。 

  ④ 本市所定の入札書を用いなかったもの。 

  ⑤ 入札参加者又はその代理人が２以上の入札をした場合、その全部の入札。 

  ⑥ 入札参加者及びその代理人がそれぞれ入札をした場合、その双方の入札。 

  ⑦ 他の入札参加者の代理人を兼ね２人以上の代理人として入札した場合、その全部の入札。 

  ⑧ 販売取扱料率又は入札参加者の氏名等その他主要部分が識別し難いもの。 

  ⑨ 販売取扱料率を訂正したもの。 

  ⑩ 入札手続きに関し不正な行為を行った者がしたもの。 

  ⑪ その他入札に関する地方自治法、同施行令及び西宮市契約規則に違反したもの。 

（10）設置予定事業者の決定 

   設置予定事業者は、最低販売取扱料率以上で、かつ、販売取扱料率が一番高い事業者を選

定します。ただし、その入札が無効となった場合には、有効な入札書のうち、最低販売取扱

料率以上で、次に高い販売取扱料率を提案した者を選定します。 

   設置予定事業者には、選定後、引き続き契約に関する説明を行います。 

（11）くじによる設置事業者の決定 

   一番高い販売取扱料率が２者以上ある場合は、直ちにくじにより設置予定事業者を決定し

ます。対象者のうち、くじを引かない者がある場合は、本市が指定した者（当該事務に関係

のない職員）が当該対象者に代わってくじを引き、設置予定事業者を決定します。 

（12）入札結果の公表 

   設置予定事業者を決定したときは、その者の法人名及び決定販売取扱料率を、設置予定事

業者を決定しないときは、その旨を開札に立ち会った入札参加者に公表します。また、結果

については、本市ホームページにて公表します。 

（13）入札の中止 

   不正な入札が行われるおそれがあると認めるとき又は災害その他やむを得ない理由がある

ときは、入札を中止又は入札期日を延期することがあります。 

 

６．契約手続の説明 

（１）契約手続の説明を入札終了後に引き続き行います。 
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（２）契約説明会には、設置予定事業者本人又は代理人が必ず出席してください。 

（３）正当な理由がなく、契約説明会に出席されない場合は、設置予定事業者の資格を取り消し 

ます。 

 

７．契約について 

   貸付契約の締結手続きは、令和７年３月を予定しています。（契約日は令和７年４月１日） 

なお、貸付契約は入札参加申込書に記載された名義で行います。 

 

８．その他 

（１）貸付契約の締結及び履行に関する一切の費用（収入印紙含む）については、借受人の負担

となります。 

（２）現地については、募集要項の公開日（令和７年 1 月 6 日（月））から入札参加申込書の受

付期限（令和７年１月 29日（水））まで見学が可能です。ただし、見学する場合は公民館利

用者の迷惑とならないようお願いします。 

（３）提出された入札書類等は返却しません。 

（４） 本件入札のために提出された書類等に記載された個人情報は、本件入札事務のみに使用し、

その他の目的には使用しませんが、資格確認等のため、警察当局へ情報提供する場合があり

ます。 

 

９．問合せ先 

 〒６６２－８５６７ 

 兵庫県西宮市六湛寺町 10－３ 西宮市役所本庁舎８階 

 西宮市役所 市民文化施設課 担当：荒木・田村 

 ＴＥＬ：０７９８－３５－３４２９ 

 Ｍａｉｌ：vo_shibunshi@nishi.or.jp 

mailto:vo_shibunshi@nishi.or.jp
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【別表】 

No. 設置場所 
所在地（地番） 

【所在地（住居表示）】 

年間 

利用者数 

（昨年度） 

１㎡ 

あたり 

月額貸付料

※１ 

月間平均 

売上本数 

（令和５年 10月～令和

６年９月分）※２ 

月間平均 

売上額 

（令和５年 10月～令和

６年 9月分）※２ 

① 中央公民館 
高松町 569番の一部 

【高松町４－８】 
約 94,800人 1,707円 344本 48,400円 

② 鳴尾公民館 
鳴尾町 80番の一部 

【鳴尾町１丁目８－２】 
約 55,000人 509円 158本 22,614円 

③ 鳴尾東公民館 
東鳴尾町１丁目 81番１の一部 

【東鳴尾町１丁目９－１】 
約 32,800人 733円 163本 23,469円 

④ 南甲子園公民館 
甲子園九番町 233番２、５の一部 

【甲子園九番町 15－40】 
約 27,700人 879円 97本 13,900円 

⑤ 大社公民館 
柳本町 67番の１、２の一部 

【柳本町１－37】 
約 33,100人 938円 145本 20,571円 

⑥ 甲東公民館 
上甲東園２丁目 66番２の一部 

【上甲東園２丁目 11－60】 
約 47,500人 1,008円 285本 40,675円 

⑦ 春風公民館 
甲子園春風町 122番１の一部 

【甲子園春風町２－21】 
約 35,900人 1,070円 201本 28,580円 

⑧ 夙川公民館 
羽衣町 103番１の一部 

【羽衣町１－39】 
約 67,200人 638円 565本 80,992円 
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※１ 小数点以下を切り捨てて表示しています。 

なお、実際に納付していただく金額は、１㎡あたりの月額貸付料（小数点以下切り捨て前）に、自動販売機と空き容器分別回収箱の設置面積の合

計を乗じて得た金額の小数点以下を切り捨てた金額とするため、表示している月額貸付料に設置面積を乗じて得た金額とは異なる場合があります。 

※２ あくまでも過去の実績であり、売上を保証するものではありません。 

⑨ 浜脇公民館 
浜脇町 46番１の一部 

【浜脇町５－14】 
約 47,600人 468円 224本 32,713円 

⑩ 学文公民館 
学文殿町２丁目９番２の一部 

【学文殿町２丁目４－24】 
約 46,300人 661円 368本 53,738円 

⑪ 段上公民館 
段上町２丁目 310番の一部 

【段上町２丁目 10－３】 
約 52,600人 380円 236本 34,179円 

⑫ 神原公民館 
神原 30番 75、76の一部 

【神原６－11】 
約 19,200人 432円 278本 40,372円 

⑬ 高木公民館 
高木東町 313番の一部 

【高木東町 15－10】 
約 30,500人 712円 113本 16,261円 

⑭ 上ケ原公民館 
六軒町 117番、118番の一部 

【六軒町１－32】 
約 33,200人 742円 173本 24,982円 

⑮ 
男女共同参画セン

ターウェーブ 

高松町 569番の一部 

【高松町４－８】 
約 22,240人 1,707円 395本 52,376円 
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行政財産貸付契約書（案） 

 

 貸付人 西宮市（以下「甲」という。）と借受人             （以下「乙」とい

う。）とは、行政財産（土地及び建物）について以下の条項により賃貸借を内容とする契約を締結

する。 

 

（貸付物件及び指定用途） 

第１条 乙は、甲が所有する別表の土地及び建物（以下、「本件土地等」という。）について、清涼

飲料水自動販売機（以下、「自動販売機」という。）設置の用途のために借り受ける。 

 

（貸付期間） 

第２条 貸付期間は、令和７年（2025年）４月１日から令和 10年（2028年）３月 31日までの３

か年とする。 

 

（条件の遵守） 

第３条 乙は、「西宮市立公民館及び男女共同参画センターウェーブ自動販売機設置事業者募集要

項」に定める事項を遵守しなければならない。 

 

（貸付料等） 

第４条 乙は、別表に定める貸付料を、年度ごとに甲の請求に基づき、甲の指定する納付書によ

り指定する期日までに全額を前納しなければならない。貸付料の更新は原則として行わないが、

適正な時価と著しく差異が生じるときは、必要な調整を行うことがある。 

２ 乙は、自動販売機の使用に必要な電気料金を負担しなければならない。電気料金については、

指定する納付書により指定する期日までに納付するものとする。 

３ 乙は、自動販売機の売上金額に販売取扱料率    ％を乗じた自動販売機取扱料を、指定

する納付書により指定する期日までに納付しなければならない。 

 

（保証金） 

第５条 乙は、契約締結に際して、保証金として￥     円を（貸付料の３か月分に相当す

る金額）を甲の指定する納付書により指定する期日までに納付しなければならない。 

２ 甲が乙に保証金を返還する時期は、乙が甲に対して負担する一切の債務を弁済し、かつ本件

土地等を返還した日以降とする。 

３ 保証金は無利息とする。 

 

（延滞金） 

第６条 乙が第４条第１項の貸付料につき、甲の指定する期日までに納付しなかったときは、甲

は、その期日の翌日から納付の日までの日数につき、延滞金として当該未納金額 100 円につき

１日４銭の割合で計算した金額を延滞金として徴収する。 
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（使用の制限） 

第７条 乙は、本件土地等を第１条に定める用途以外に使用してはならない。 

２ 乙は、本件土地等の賃借権を第三者に譲渡し、転貸し、若しくは継承させ、又は権利を担保

に供してはならない。 

３ 乙は、本件土地等の現状を変更しようとするときは、事前に書面で甲の承認を得なければな

らない。 

４ 乙は、本件土地等の使用に関して甲が特に指示した事項については、これを遵守しなければ

ならない。 

 

（災害時の対応） 

第８条 甲は、大規模災害が発生した場合又は発生する恐れがある場合かつ甲の災害対策本部が

設置された場合に、乙の承諾を得た上で、自動販売機内に在庫する商品を災害救援飲料として

提供を受けることができる。 

 

（管理義務等） 

第９条 乙は、本件土地等の使用について常に善良なる管理者としての注意義務をもって維持管

理するものとし、自動販売機設置事業に要する一切の費用は乙の負担とする。 

２ 本契約期間内においては、乙は本件土地等に設置する自動販売機の美観維持に努め、設置に

関して生じた利用者等からの苦情は全て乙の責任において処理するものとする。  

 

（契約の解除） 

第１０条 甲は、次の各号のいずれかに該当するときは、貸付期間中であっても本契約を解除す

ることができる。ただし、第１号を除く各号に該当するときは、催告その他何らかの手続きを

要すことなく甲は本契約を解除できるものとする。 

（１）国、地方公共団体、その他公共団体において、本件土地等を公用又は公共用に供する必要

が生じたとき。 

（２）乙が、第４条の規定により甲に納付すべき金額を、納付期限後３か月以上経過してなお納

付しないとき。 

（３）乙が、銀行取引の停止又は差押、解散、破産、民事再生、会社整理、会社更生法等の申立て

をするか、若しくは受けたとき。 

（４）乙の所在が、２か月以上不明なとき。 

（５）乙が、次のいずれかに該当するとき。 

ア 役員等（西宮市契約等に係る事務からの暴力団排除に関する要綱（平成 25年７月１日実

施。）第２条第５号に規定する役員等をいう。以下この号において同じ。）が暴力団員（暴

力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第 77号。以下「暴力団対策

法」という。）第２条第６号及び西宮市暴力団の排除の推進に関する条例（平成 24 年条例

第 67号。以下この号において「条例」という。）第２条第２号に規定する暴力団員をいう。

以下同じ。）であると認められるとき。 
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イ 暴力団（暴力団対策法第２条第２号及び条例第２条第１号に規定する暴力団をいう。以下

同じ。）又は暴力団員がその経営又は運営に実質的に関与していると認められるとき。 

ウ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目

的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。 

エ 役員等が暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなど直接的あ

るいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。 

オ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められる

とき。 

（６）乙が、本契約の条項及び義務並びに関連法規に違反したとき。 

 

（乙の辞退の申し出による解除） 

第１１条 乙は契約の締結後、乙の責めに帰すべき事由により、自動販売機の設置を辞退しよう

とするときは、辞退を希望する日の５か月前までに、書面にて辞退の旨の意思表示を行わなけれ

ばならない。ただし、辞退を希望した年度の末日までは、引き続き自動販売機を設置しなければ

ならない。 

２ 自動販売機の設置の辞退において、貸付物件が複数の設置場所を含む場合、乙はその一部だ

けを契約解除することはできない。 

 

（契約が解除された場合等の違約金） 

第１２条 前々条第２号から第６号、前条の規定により契約が解除された場合においては、乙は

貸付契約期間全体の貸付料の 100 分の５に相当する金額を違約金として甲の指定する期間内に支

払わなければならない。 

 

（調査協力義務等） 

第１３条 甲は、本件土地等について、随時その使用状況を実地に調査することができる。この

場合において、乙はこれに協力しなければならない。 

２ 甲は、必要と認められるときは、乙に対し、自動販売機設置事業について質問し、または資

料の提出を求めることができる。 

 

（不可抗力） 

第１４条 天災地変、法令の制定若しくは改正その他の不可抗力により、本件土地等における自

動販売機設置事業が不可能若しくは困難になり又は、本契約の履行が不可能若しくは困難にな

ったときは、甲又は乙の申し出により協議の上、本契約を解除することができる。この場合、

甲乙は相互に損害賠償義務を負わない。 

 

（原状復旧等） 

第１５条 乙は、第２条に規定する貸付期間が満了したとき又は第 10 条及び第 11 条の規定によ

り本契約が解除されたときは、貸付期間満了日又は契約解除日の後 15日以内に原状復旧その他

必要な措置を甲の指示するところにより講じなければならない。ただし、甲が現状に回復する
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ことを要しないと認めたときはこの限りではない。 

２ 甲は、乙が前項に定める原状復旧その他必要な措置を履行しないときは、乙に代わって自ら

執行し、又は他人に執行させることができる。 

３ 前項の執行に要した費用は全て乙が負担することとする。  

 

（貸付料の精算） 

第１６条 甲は、本契約が解除された場合には、未経過期間に係る貸付料を返還する。ただし、

月の途中で解除した場合は、解除された月の翌月分から精算することとする。 

 

（損害賠償） 

第１７条 乙は、本契約に定める義務を履行しないために甲に損害を与えたときは、ただちにそ

の損害を賠償しなければならない。 

 

（有益費等の請求権の放棄） 

第１８条 乙は、第２条に規定した貸付期間が満了し、又は第 10 条及び第 11 条の規定により契

約を解除された場合において、自動販売機を撤去するときは、乙が支出した必要費及び有益費

等については、甲に対してその償還を請求することができない。 

 

（立退き料） 

第１９条 乙は、本件土地等明渡しに際し、甲に対し立退き料その他名目の如何にかかわらず、

これに類する金銭の請求をすることはできない。 

 

（契約の費用） 

第２０条 本契約の締結に関して必要な費用は、乙の負担とする。 

 

（信義誠実の義務及び協議） 

第２１条 甲及び乙は、信義を重んじ、誠実に本契約を履行しなければならない。 

２ 乙は、本件土地等が行政財産であることを常に考慮し、適正に使用するように留意しなけれ

ばならない。 

３ 本契約に定めなき事項又は疑義があるときは、甲乙ともに信義誠実をもって協議の上決定又

は解決するものとする。 

 

（特約条項） 

第２２条 別記、特約条項のとおりとする。 

 

（管轄裁判所） 

第２３条 本契約に関する紛争については、本件土地等を管轄する裁判所を第一審の専属的管轄

裁判所とすることに、甲乙は合意するものとする。 
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暴力団排除に関する特約 

 

（趣旨） 

１ 貸付人（以下「甲」という。）及び借受人（以下「乙」という。）は、西宮市暴力団の排除の推

進に関する条例（平成 24 年西宮市条例第 67 号。以下「条例」という。）第７条及び西宮市契

約等に係る事務からの暴力団排除に関する要綱（平成 25年７月１日実施。以下「要綱」という。）

の規定に基づき、暴力団を利することとならないよう必要な措置を実施することとして、以下

の各項のとおり合意する。 

（契約からの暴力団の排除） 

２ 乙は、暴力団（条例第２条第１号に規定する暴力団をいう。以下同じ。）、暴力団員（同条第２

号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。）及び暴力団密接関係者（同条第３号に規定する暴力

団密接関係者をいう。以下同じ。）（以下これらを「暴力団等」という。）とこの契約の履行に係

る業務の一部を第三者に行わせる契約（以下「委託契約」という。）を締結してはならない。 

３ 乙は、委託契約を締結するときは、この特約に準じた規定を当該委託契約に定めなければなら

ない。 

４ 乙は、委託契約の受注者が暴力団等であることが判明したときは、甲に報告しなければならな

い。 

５ 乙は、この契約の履行に伴い、暴力団等から業務の妨害その他不当な手段による要求（以下「不

当介入」という。）を受けたときは、甲に報告するとともに兵庫県西宮警察署長又は兵庫県甲子

園警察署長（以下「警察署長」という。）に届け出て、捜査上必要な協力を行わなければならな

い。委託契約の受注者が不当介入を受けたときも同様とする。 

（役員等に関する情報提供） 

６ 甲は、乙が暴力団等に該当しないことを確認するため、乙に対して、要綱第２条第５号に規定

する役員等についての名簿その他の必要な情報（以下「役員名簿等の情報」という。）の提供を

求めることができる。 

７ 甲は、乙から提供された情報を警察署長へ提供し、意見照会することができる。 

（警察署長から得た情報の利用） 

８ 甲は、前項の規定による照会に対する回答及び警察署長からの通報等の情報を、第１項の趣旨

に従い暴力団等を利することとならないよう必要な措置を実施するため他の業務で使用し、又

は教育委員会等（要綱第２条第 10 号に規定する教育委員会等をいう。以下同じ。）に提供する

ことができる。 

（解除に伴う措置） 

９ 貸付契約書の規定による解除に伴い、乙その他関係者に損害が生じたとしても、乙は甲に対し

てその損害の賠償を請求することはできない。 

（乙からの協力要請） 

１０ 乙は、暴力団排除に関する特約の条項に定める事項を履行するに当たって、必要があるとき

は、甲及び警察署長に協力を求めることができる。 

 



１６ 

 

上記契約の締結を証するため、本契約書２通を作成し、両者記名押印の上、各自その１通を保有

する。  

 

 

 

令和  年  月  日 

 

           西宮市六湛寺町１０番３号  

   貸付人「甲」    

           西宮市長 石井 登志郎 

 

 

          住所                          

   借受人「乙」 

          氏名                         実印 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



１７ 

 

【別表】 

No. 場所 所在地（地番） 数量（㎡） 月額貸付料（円） 

① 中央公民館 
高松町 569番の一部 

※１ ※２ 

② 鳴尾公民館 
鳴尾町 80番の一部 

※１ ※２ 

③ 鳴尾東公民館 
東鳴尾町１丁目 81 番

１の一部 
※１ ※２ 

④ 南甲子園公民館 
甲子園九番町 233 番

２、５の一部 
※１ ※２ 

⑤ 大社公民館 
柳本町 67 番の１、２

の一部 
※１ ※２ 

⑥ 甲東公民館 
上甲東園２丁目 66 番

２の一部 
※１ ※２ 

⑦ 春風公民館 
甲子園春風町122番１

の一部 
※１ ※２ 

⑧ 夙川公民館 
羽衣町103番１の一部 

※１ ※２ 

⑨ 浜脇公民館 
浜脇町 46番１の一部 

※１ ※２ 

⑩ 学文公民館 
学文殿町２丁目９番

２の一部 
※１ ※２ 

⑪ 段上公民館 
段上町２丁目310番の

一部 
※１ ※２ 

⑫ 神原公民館 
神原 30番 75、76の一

部 
※１ ※２ 

⑬ 高木公民館 
高木東町313番の一部 

※１ ※２ 

⑭ 上ケ原公民館 
六軒町 117番、118番

の一部 
※１ ※２ 

⑮ 
男女共同参画センタ

ーウェーブ 

高松町 569番の一部 
※１ ※２ 

※１ 自動販売機と空き容器分別回収箱の設置面積の合計 

※２ 数量に１㎡あたりの月額貸付料を乗じて得た金額 

 

  



１８ 

設置場所付近図 

 

①中央公民館 

（屋内：６階ＥＶ前廊下） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

自動販売機

機 



１９ 

設置場所付近図 

 

②鳴尾公民館 

（屋外：入口横） 

 

 

 

 

 

 

 

  

自動販売機 



２０ 

設置場所付近図 

 

③鳴尾東公民館 

（屋内：１階風除室） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

自動販売機

機 



２１ 

設置場所付近図 

 

④南甲子園公民館 

（屋内：１階風除室） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

自動販売機

機 



２２ 

設置場所付近図 

 

⑤大社公民館 

（屋内：１階風除室） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

自動販売機

機 



２３ 

設置場所付近図 

 

⑥甲東公民館 

（屋内：１階風除室） 

 

 

 

 

 

 

 

  

自動販売機 



２４ 

設置場所付近図 

 

⑦春風公民館 

（屋内：１階風除室） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

自動販売機 



２５ 

設置場所付近図 

 

⑧夙川公民館 

（屋内：1階講堂入口横） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

自動販売機

機 



２６ 

設置場所付近図 

 

⑨浜脇公民館 

（屋外：駐輪場） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

自動販売機

機 



２７ 

設置場所付近図 

 

⑩学文公民館 

（屋外：駐輪場） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

自動販売機

機 



２８ 

設置場所付近図 

 

⑪段上公民館 

（屋外：入口横） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

自動販売機

機 



２９ 

設置場所付近図 

設置場所付近図 

 

⑫神原公民館 

（屋外：駐輪場） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

自動販売機

機 



３０ 

設置場所付近図 

 

⑬高木公民館 

（屋外：入口横） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

自動販売機

機 



３１ 

設置場所付近図 

 

⑭上ケ原公民館 

（屋内：１階風除室） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

自動販売機 



３２ 

設置場所付近図 

 

⑮男女共同参画センター ウェーブ 

（屋内：４階ロビー） 

 

自動販売機 


